
広
島
高
速
道
路
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、
道
路
整
備

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
九
日 

 

広
島
高
速
道
路
公
社
理
事
長 

友 
 

道 
 

康 
 

仁 
 

一 

広
島
高
速
道
路
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
国
道
高
第
二

百
四
十
号
を
も
っ
て
認
可
を
受
け
て
い
る
が
、
当
該
認
可
に
係
る
事
項
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

一 

路
線
名
及
び
料
金
の
徴
収
区
間 

 

     

広
島
高
速
四
号
線 

（
広
島
市
道
西
一
区

広
島
西
風
新
都
線
） 

（
広
島
市
道
西
三
区

広
島
西
風
新
都
線
） 

（
広
島
市
道
安
佐
南

四
区
広
島
西
風
新
都

線
） 

広
島
高
速
三
号
線 

（
広
島
市
道
広
島
南

道
路
） 

広
島
高
速
二
号
線 

（
広
島
県
道
府
中
仁

保
線
） 

広
島
高
速
一
号
線 

（
広
島
県
道
広
島
東

イ
ン
タ
ー
線
） 

路 

線 

名 

広
島
市
西
区
中
広
町
一
丁
目
か
ら

安
佐
南
区
大
塚
東
町
ま
で 

広
島
市
南
区
仁
保
沖
町
か
ら 

西
区
観
音
新
町
四
丁
目
ま
で 

広
島
市
東
区
温
品
町
か
ら 

南
区
仁
保
沖
町
ま
で 

広
島
市
東
区
福
田
町
か
ら 

同
区
温
品
二
丁
目
ま
で 

料 

金 

の 

徴 

収 

区 

間 

     
 

改 

正 

後 

一 

路
線
名
及
び
料
金
の
徴
収
区
間 

 

     

広
島
高
速
四
号
線 

（
広
島
市
道
西
一
区

広
島
西
風
新
都
線
） 

（
広
島
市
道
西
三
区

広
島
西
風
新
都
線
） 

（
広
島
市
道
安
佐
南

四
区
広
島
西
風
新
都

線
） 

広
島
高
速
三
号
線 

（
広
島
市
道
広
島
南

道
路
） 

広
島
高
速
二
号
線 

（
広
島
県
道
府
中
仁

保
線
） 

広
島
高
速
一
号
線 

（
広
島
県
道
広
島
東

イ
ン
タ
ー
線
） 

路 

線 

名 

広
島
市
西
区
中
広
町
一
丁
目
か
ら

安
佐
南
区
沼
田
町
大
字
大
塚
ま
で 

広
島
市
南
区
仁
保
沖
町
か
ら 

西
区
観
音
新
町
四
丁
目
ま
で 

広
島
市
東
区
温
品
町
か
ら 

南
区
仁
保
沖
町
ま
で 

広
島
市
東
区
福
田
町
か
ら 

同
区
温
品
二
丁
目
ま
で 

料 

金 

の 

徴 

収 

区 

間 

     

 

改 

正 

前 



 

 

二 
料
金
の
額 

前
記
一
の
料
金
徴
収
区
間
に
お
け
る
各
出
入
口
等

相
互
間
の
一
回
の
通
行
に
係
る
料
金
の
額
（
単
位
：

円
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１―

２ 

（
略
） 

３ 

通
行
止
め
に
伴
う
料
金
調
整 

最
初
に
広
島
高
速
道
路
に
流
入
し
た
入
口
等
を

Ａ
、
通
行
止
め
に
よ
っ
て
広
島
高
速
道
路
の
連
続
し

た
利
用
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
通

行
止
め
区
間
を
迂
回
す
る
経
路
の
起
点
と
な
る
途
中

流
出
出
口
等
を
Ｂ
、
途
中
流
出
後
、
当
該
迂
回
経
路

の
終
点
と
な
る
広
島
高
速
道
路
へ
の
再
流
入
入
口
等

を
Ｃ
、
広
島
高
速
道
路
に
再
流
入
し
た
後
の
最
終
流

出
出
口
等
を
Ｄ
と
し
、
通
行
止
め
に
よ
っ
て
広
島
高

速
道
路
の
連
続
し
た
利
用
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
Ｂ
Ｃ
間
を
迂
回
し
て
通
行
し
た
自
動

車
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
に
限
る
。
）
が
、
広
島
高
速
道
路
を

順
方
向
に
通
行
し
、
Ｄ
に
お
い
て
通
行
止
め
に
よ
る

迂
回
走
行
の
事
実
を
示
し
た
場
合
の
料
金
の
額
に
つ

い
て
は
、
再
流
入
後
に
利
用
し
た
Ｃ
か
ら
Ｄ
ま
で
の

区
間
の
料
金
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
り
算

出
す
る
額
に
料
金
調
整
す
る
。 

      

Ｃ
Ｄ 

＝ 

Ａ
Ｄ ―

 

Ａ
Ｂ 

た
だ
し
、
Ａ
Ｄ>

（
Ａ
Ｂ
＋
Ｃ
Ｄ
）
と
な
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
上
記
の
算
式
に
よ
る
調
整
を
行
わ
な

い
。 

 

三 

割
引
を
す
る
自
動
車
及
び
割
引
率 

１―

２ 

（
略
） 

３ 

広
島
高
速
一
般
向
け
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
（
以
下

「
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

ア 

割
引
を
す
る
自
動
車 

 
 
 
 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
の
う
ち
、
広
島
高
速
道
路
公
社
と

の
契
約
に
基
づ
き
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る

者
か
ら
貸
与
を
受
け
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
東
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本

州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
が
定
め
る
Ｅ

Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
利
用
規
約
（
以
下

「
マ
イ
レ
ー
ジ
規
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

き
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に

関
す
る
登
録
が
な
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
に
限

る
。
以
下
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て

料
金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
利
用
者
の
自
動

車
。 

イ 

（
略
） 

４―

８ 

（
略
） 

 

 

二 

料
金
の
額 

前
記
一
の
料
金
徴
収
区
間
に
お
け
る
各
出
入
口
等

相
互
間
の
一
回
の
通
行
に
係
る
料
金
の
額
（
単
位
：

円
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１―

２ 

（
略
） 

        
              

三 

割
引
を
す
る
自
動
車
及
び
割
引
率 

１―

２ 

（
略
） 

３ 

広
島
高
速
一
般
向
け
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
（
以
下

「
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

ア 

割
引
を
す
る
自
動
車 

 
 
 
 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
の
う
ち
、
広
島
高
速
道
路
公
社
と

の
契
約
に
基
づ
き
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る

者
か
ら
貸
与
を
受
け
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
東
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神

高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速

道
路
株
式
会
社
が
定
め
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ
ー
ジ

サ
ー
ビ
ス
利
用
規
約
（
以
下
「
マ
イ
レ
ー
ジ
規

約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ

ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
登
録
が
な
さ

れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
に
限
る
。
以
下
３
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
料
金
の
納
付
を
行
お

う
と
す
る
利
用
者
の
自
動
車
。 

イ 

（
略
） 

４―

８ 

（
略
） 

   



 

二 

実
施
期
日 

こ
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
か
か
る
申
請
事
項
は
、
令
和
八
年
三
月
十
日
か
ら
実
施
す
る

も
の
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

四 
料
金
の
徴
収
期
間 

こ
の
申
請
に
係
る
料
金
の
徴
収
区
間
の
一
部
が
供

用
さ
れ
た
日
（
平
成
九
年
十
月
）
か
ら
五
十
五
年
四

ヶ
月
間
（
各
区
間
の
事
業
費
を
勘
案
し
た
平
均
的
な

供
用
日
で
あ
る
換
算
起
算
日
（
平
成
十
八
年
十
月
）

か
ら
四
十
六
年
三
ヶ
月
間
。
）
と
す
る
。 

 

四 

料
金
の
徴
収
期
間 

こ
の
申
請
に
係
る
料
金
の
徴
収
区
間
の
一
部
が
供

用
さ
れ
た
日
（
平
成
九
年
十
月
）
か
ら
四
十
五
年
九

ヶ
月
間
（
各
区
間
の
事
業
費
を
勘
案
し
た
平
均
的
な

供
用
日
で
あ
る
換
算
起
算
日
（
平
成
十
八
年
十
月
）

か
ら
三
十
六
年
八
ヶ
月
間
。
）
と
す
る
。 

 


